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国際法におけるe・gαomηe8な義務（1）

川　暗　恭　治

　1　はじめに皿2　問題の限定一3　多数国間条約一4　一般国際法の強行規

範一5　国家の国際犯罪一6　小括（以上本号）土7　erga　omnesな違法行為一

8　（広義の）賠償一9　相互主義と復仇一10不承認一11国際組織一12総括。

1　1970年のバルセロナ・トラクション事件（第二段階）において，国際司法

裁判所（I　C　J）が，erga　omnesな義務について語って以来，この概念は，

あるいは国連国際法委員会（I　L　C）での議論において，あるいは学説におい
　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
て，しばしば言及の対象となってきた。しかしながら，必ずしも用語の意味を

厳密に規定してではなく，また様々な分野での様々な文脈において，援用がな

されてきたように思われる。本稿は，そのような今迄の議論を筆者なりに整理

し，今後の研究のための一応の枠組を設定しようとするものである。とはいえ，

検討の対象とすべき分野は膨大であり，一方では条約法から責任法まで，他方

では武力行使の禁止から人権の保護さらには環境の保全の問題にまで及ぶ。こ

こでは，さしあたり責任法の分野におけるI　L　Cでの議論といくつかの学説を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
主たる検討の素材とし，併せて，条約法上の議論のいくつかに触れる。従って，

ここでの議論は，主として国際法のいわば形式的側面にかかわり，いくつかの

概念問の関係の，いささか図式的な筆者なりの整理であるにとどまる。

2　本論にはいる前に，まず問題への視角を限定しておく必要があろう。本稿

が論証しようとするのは，r（他の）すべての（条約当事）国に対する」ような

国の義務，の存在とその法的効果である。More11iの簡潔な定式化によれば，

等しく多数の主体に向けられている規範であっても，そこには，そこから生み

出されるある名宛人にとっての権利義務関係が，他の名宛人のうちの一つにの

み対しているようなものと（例えば外交関係の法），そうではなく，他のすべて

の名宛人に対する義務を課しているものとがある。そしてこれは，権利義養関

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
係の内容と構造の問題であり，また，一般法，特別法の区別に係らない。
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　従って，ここで取扱おうとする問題は，以下のふたつの論点とは区別される。

第一に，条約法の分野における，いわゆる条約の第三者効の問題とは別である。

ここでは一定の条約レジームの対外的効果が問題なのではなく，名宛人の範囲
　　　　　（4）
は所与である。第二に，rすべての国を拘束する」ものとして一般国際法，と
　　　　　　　　　（5）
いう論点とも別である。I　C　Jは，ユ969年の北海大陸棚事件で，r本来国際社

会のあらゆる組成国に対して相等しい効力を有しなければならず，それゆえ，

どの組成国も，自分に都合のよいように勝手に行使しうる一方的除外の権利の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）
対象とはなりえない一般法ないし慣習法の規則および義務」に言及した。しか

しそのようなものとしての一般国際法も，多くの場合，国と国との一対一の関

係を規律している。

　なお，本稿ではerga　omneSという用語を条約上の権利義務関係についても用

いる。しかも第三者効の問題でもないので，この言葉の厳密な意味からすれば

適当でないかもしれない。しかし権利義務関係の構造は，一般国際法における

（真の）erga　omneSな義務と同じ（相似形）であり，ともに同じ平面で検討すべ
　　　　　　　　　（7）　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　・
きものであろうと考える。次に，本稿の対象は国に対する国の義務の問題に限

定される。erga　OmneSというからには，国以外のありうべき法主体（国際組織
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7a）
等）の国際的権利・義務についても語るべきかもしれないしかしここでは，

議論をいくらかでも簡潔にするためと，自らの権利を最終的に国際的平面で行

使しうるもの　　これはいささか暖味な表現ではあるが　　となると，どうし

ても国家を中心にして議論をせざるをえないという事情，さらに，後に述べる

ように国際社会それ自体は人格化しえないので，国際社会全体に対する義務と

は，すべての国に対する義務と等置されざるをえないという事情，によりこの

ような構成を採る。

　以下，まず第一に，多国間条約における「他のすべての当事国に対する」義

務について簡単に触れ，次に，一般国際法に目を転じ，一方，条約法の分野で

のjuS　CogenSおよび責任法の分野でめ国家の国際犯罪という概念と，他方，erga

OmneSな義務とが女口何なる関係にあるのかをみてゆくことにする一。

3　ある多数国間条約中のある規範から生ずる権利義務関係の構造を見極める

ということは，必ずしも容易ではない。すべての多数国間条約において，その

当事国であるという理由だけで，ある義務違反に対してすべての当事国が権利

を主張しうるわけではないし，他方，すべての多数国間条約が，一国対一国の
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権利義務関係のみを設定しているわけでもない。それは結局は，個々の条約あ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）
るいは条文の内容の問題であり，その解釈の問題である。従って，この問題を

明確かつ統一的に解決しうるような便利な枠組は望むべくもないが，それでも，

包括的ではないにしても，いくつかの場合に分けてこの問題を考えてみること

は不可能ではない。

　まず一方では，多数国間条約上の権利義務関係であっても，実はそれは二辺
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）
的・相互的関係でしかないような場合がしばしばある。外交領事関係の法につ

いては既に触れた（国家機関性）。その他にも，少し一般化が過ぎるが，国籍
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（lo）
と領域が関連性を有する場合の多くにあてはまるように思われる。

　しかし他方，当事国間の二辺的関係の束に分解してしまえないような条約が

ある。そしてそこでの義務は，義務違反が当該条約システムの名宛国すべてに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1i）
対する違反を構成するという意味において，不可分的（indivisibile）である。

　このような条約の例としては，まず第一に，いわゆる「相互依存in七erde－

pendent」タイプの条約が挙げられる。条約法条約第60条第2項の（c）がこれ

を取扱い，この種の条約では，義務の履行が当事国すべての間で同時かつ不可

分になされる必要があり，一当事国による義務の重大な違反は，他当事国によ

る同一の義務の履行停止を招来しうる（義務の履行の相互性）。しかしそれと

同時に，そこでの義務は，「すべての他の当事国に対する」義務であり，その

義務違反は，すべての他の当事国の権利を侵害するものであるといえる。そし

て，国家責任第二部暫定草案第5一条第2項の（e）の（ii）はこのことを規定
　　（12）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（13）

してい乱その例としては，I　L　Cの注釈は軍縮に関する条約を挙げるが，あ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14）
る学者は，いわゆる領域的制度を創設する条約もこれにあてはまるという。

　権利義務関係の不可分性は，第二に，人権の保護をその目的とする条約にお
　　　　　（15）
いでもみられる。条約法条約第60条第5項が規定するように，そこでは，一当

事国の義務が他当事国による同一の義務の履行を条件とせず，義務違反に，同
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（16）
一の義務の履行を停止して対抗しえない（義務の履行の非相互性）。そしてこ

こでの権利義務関係の構造も非対称的であり，一国の義務に「他のすべての当

事国の」権利が対応する。しかしこの点についてはかなり長い注釈が要る。

　従来から，人権の保護を目的とするような条約から生じる国の義務の特殊な

性質にはしばしば言及がなされてきた。かつて国際司法裁判所は，ジェノサイ

ド条約への留保に関する勧告的意見において，人道的かつ文明的な目的を持つ
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条約においては，権利と義務の間に維持されるべき正確な契約的均衡るqihbre
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（17）
C㎝traCtue1について語ることができない，といった。・人権保護のための諸条

約は，個々の人間をそれ自体として保護しようとするのであって，ここではい

ずれかの国の国民であるか否かはもはや関連性を有しない。またここでは，規

律される生活実態に国家間性（Zω｛sc加鵬taa七1ichkeit）がまったく，あるいは
　　　　　　　　（18）
ほとんど欠如している。しかしながら，このような実質的側面における，国家

間的なquid　pro　quoの欠如は・必ずしも，そこでの形式的な法関係においても

国家間性が欠如している，ということは意味しない。

　第一に，非集権的な国際法秩序にあっては，対応する権利が存在しないよう

な，その意味でのいわゆる絶対的，客観的な義務は存在しない。Agoの言葉に

よるならば，r法的義務と主観的権利との相互関係は，例外を許さない。国内

法での状況においていわれていることとは異なり，他の一ないしそれ以上の主

体の国際的な主観的権利に対応しないような，一主体に課せられる義務は存在
　　（一9）

しない」。第二に，国際社会それ自体を人格化することはできない。それを代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（20）
表するような紬織，制度が欠けているから。国際社会は，国際法規範の源
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（21）
（fonte）ではあっても名宛人（deStinatario）ではない。他方，この種の条約

においては，国籍という連結点は意味を持たず，条約当事国の全体から，一も

しくはそれ以上の一定の国を，権利を持つものとして選び出しうるような他の
　　　　　　　　　（22）
基準も看て取れないので，結局，他のすべての当事者が対応する権利を持つと
　　　　　　　　　（23）
いう可能性だけが残乱そして国家責任第二部暫定草案第5条第2項の（e）
　　　　　　　　　　　　（24）
の（iii）はこのことを裏付ける。すなはち，人権や基本的自由の保護のために

（国の）権利が創設されないしは設定されている場合には，他の当事国がr被

害国」となる。

　この点についてなお二点指摘しておく必要がある。第一に，r被害国injured

State」とは，他国の違法行為によって権利を侵害された国のことであって（国

家責任第二部暫定草案第5条第1項），必ずしも物質的r損害damage」を被っ

ている必要はない。I　C　Jは1966年の南西アフリカ事件において，法的権利，

もしくは利益は，何か物質的ないしはr有体的」なものと結び付く必要は，必

ずしもなく，たとえ物質的損害を被らなくとも，侵害されうるとし，人道的性

質の条約および国際的文書のいくつかの規定がこのことと関連することを指摘
（25）

した。また，I　L　C国家責任第一部の特別報告者Agoの見解によれば，「被っ
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た物質的損害の程度は，なされるべき賠償の額を決めるときに，決定的な要素

の一つになりうる。しかし，他国の主観的権利が侵害されたかどうか，従って，

国際違法行為が発生したかどうか，をはっきりさせるときには，それは何の役

にも立ちえない。従って，国際違法行為の存在の条件を定める際に，この損害
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（26）　　（27）
という要素を考慮に入れることは不適切と思われる。」。指摘すべき第二点は，

国際組織へのいわゆる申立・出訴権にかかわる。このような申立・出訴権は，

手続上のしかも条約上の制度であって，その存在は，必ずしも実体上の国際的

権利の存在を意味しないし，逆にその不存在は，必ずしも同様の権利の不存在

を意味しない。

　さて，多数国間条約におけるr他のすべての当事国に対する」義務の存在は，

実際上慣習法形成に果たす条約の役割と，理論上の障害の不存在とからして，

一般国際法のレベルにおける同様の義務，すなはち，（真の）erga　OmneSな義

務の存在を示唆しているように思われる。また実際に国際司法裁判所によって

そのような義務の存在が指摘され，それを受けるような形で，国家責任に関す

るI　L　Cでの議論の中で，とくに国家のr国際犯罪」概念を巡ってこの種の義

務の存在について語られている，という事情が，現に存在してい乱しかしそ

のような議論に立ち入る前に，国際法上の強行規範とerga　omneSな義務との

関連について少し検討を加えておきたい。

4　バルセロナ・トラクション事件においてI　C　Jによ・って定式化されたerga

omneSな義務は，そのタイミング（ウィーン国連条約法会議の翌年），その用

語法（国際社会全体），およびそこで挙げられたいくつかの例（侵略，ジェノ

サイド，奴隷制度，人種差別）からして，条約法条約第53条に規定される強行
　　　　　　　　　　　　（28）
規範を不可避的に連想させる。

　国際法におけるjuS　CogenSをどう理解するかについては実にさまざまな見解

がある。いまこの問題を，一般国際法の，そして慣習法の規範の特殊な性質の
　　　　（28a）
問題である，とまず限定したとしても（所謂persistent　objec七〇rの問題は暫く

描く），その先なお，さらにさまざまな選択可能性が残っている。そこで定め

られている義務の重要性の程度の問題なのか，それとも，その規範に反した場

合に予定されている（広い意味での）制裁の問題なのか。その制裁とはr無効」

か，それともr違法＝責任」か。前者であるとしてr合意＝条約」の無効なの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（29）
か，それともそれ以外のものも含まれるのか，等々。
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　いましかしいずれにせよ，このような規範に反する内容を持つ合意は無効で

ある，すなはち，r合意の無効」あるいは当事者自治に対する制限，の問題が

ごg概念の中心にあるということは疑いを得ないとすれば，他方，θrga　omneS

な義務の方は，「行為の違法」あるいは責任の問題にかかわり，しかもその義

務違反が，「すべての国に対する」ものであることをその特徴とする。無効
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（30）
inVa1ideと違法i11iCiteとは区別されなければならない。そしてさらにこの区別

は，（法律）行為ac七eと（法律）事実faitの区別に対応する。つまり，アクト

としての合意が無効となるのであり，いわゆる違法行為は，実は責任の発生要

件たる違法な事実であるにほかならない。この点，I　LCの国家責任第一部暫

定草案第1条にいう「国際違法行為」とは，仏語テキストにおいては《fait
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3i）
intema七iona1ement－i11icite》であるということに留意されるべきであろう。

このように強行規範は，r合意の無効」の問題であるという点で，義務ないし

r義務違反＝責任」の問題とは異なる。従って，erga　omneSな義務をその内容

とする規範に反した内容をもつ合意の履行は，erga　omneSな違法行為を構成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（32）
するが，そのことは必ずしも当該合意それ自体の無効を意味しない。

　しかしながら，国際法においては無効の問題は，従来，承認または黙認によっ

て治癒されるか，さもなくば責任のレジームの問題として処理されるか，のい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（33）
ずれかであった，という事情がここで考慮されなければならないだろう。国際
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（34）
法秩序の非集権的構造が今日においても基本的には変わっていないとしても，

強行規範に関しては，次の二点において，この事情は少し異なっているという

べきであろう。まず，juSCogenS違反の合意は，いわば，シフト・アップして，

黙認によって治癒されることはない（条約法条約第45条，およびI　L　C国家責

任第一部草案第29条）。もしそうならば，今度はシフト・ダウンして，責任の

制度で処理される他ないことになる。どのように処理されるのか，について例

えばLattanziは次のように考える。すなはち，組織化されていない社会の法に

おけるjuS　CogenSの概念は，強行規範からの逸脱が契約の無効を招来する，と

いう国内法におけると同様の意味は持ちえない。ある国際規範が，合意によっ

て逸脱されえない，という事実は，以下のことを意味する，すなはち，一方で，

当事国は，責任を負うことなしに当該合意に違反しうる。他方，そのような合

意の履行は，erga　omneSな，すなはちすべての国際法主体に対する責任を生
　　　　（35）
ぜしめる，と。
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　このような考え方は，（広い意味での）制裁ではなくて，義務の重要性の問

題として強行規範を捉える立場と無縁ではない。同じ無効inva1idでも，例え

ば国の機関の権限嚴越の場合（手続的）とは異なり，強行規範に反して無効の

場合には，常に実体的義務に裏打ちされている。合意の締結それ自体が責任を

生ぜしめる事実か否かは別にしても，国際社会にとって重要不可欠な，しかも

高い道徳意識によって裏付けられた国際義務は，予防的（強行規範）であれ事

後的（国家の国際犯罪）であれ，「いかなる逸脱も許さない」ものとして捉え
　　　　　　　　　（36）
られうるように思われる。

　バルセロナ・トラクション事件においてI　C　Jは，「問題となる権利の重要

性にかんがみ……」といった。形式的には，義務の名宛人の間での不可分性は，

必ずしも，その義務の一定社会にとっての不可欠性を意味しないであろうが，

この言明は，以上のような一層広い平面の上で捉えられるべきであろうと思わ

れる。

5　国家の国際犯罪（internationa1crime）という概念は，I　L　Cの国家責任

第一部暫定草案第ユ9条に見出される。その第2項は，次のように規定する。r国

際社会の基本的利益の保護に不可欠であり，それゆえ，その違反が国際社会全

体によって犯罪であると認められるような義務の，国による違反から生ずる国

際違法行為は，国際犯罪を構成する」。そして第3項が，（a）国際の平和と安

全の維持（b）人民自決権の保護（c）人問存在の保護（d）人間環境の保護と

保全，の四項目での重大な義務違反について，それぞれ例をあげた後，第4項

で，国際犯罪以外の国際違法行為は，国際不法行為（interna七iona1de1iCt）を
　　　　　　　　（37）
構成する，と規定する。また，I　L　Cにおける国家責任第二部の審議において

は，1985年に採択された第二部暫定草案第5条第3項が，国際犯罪の場合には，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔38）
すぐての他の国々がr被害国」である，と規定し1984年に提出された特別報

告者Riphagen案第二部会16ケ条のなかでは，第14条と第15条が国際犯罪に特
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔39）
殊な．そして付加的な（in　addition），法的効果を定める。

　国家の「国際犯罪」を巡る論点は，大別して三つに分かれる。国際違法行為

の区別（第一次規範上の義務の重要性に応じて）の問題，責任を追及しうる主

体（第一次規範の権利義務関係の構造を反映する）の問題，そして，その責任

追及の手段と程度（第二次規範，国際犯罪に関するあり得べきad　hocな規範）

の問題，がそれであ乱第三点については，I　L　Cでの国家責任に関する第二
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部の構造全体をまず把握しておく必要があり，ここでは取り扱わない。まず予

備的論点として二点指摘しておく必要がある。第一に，この問題は，いわゆる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（40）
「国際法上の犯罪de1icta　juris　gentim」の問題とは異なる。それは，個人を，

国際刑事裁判所が存在しない限り，各国内裁判所で裁く．国の権利ないし義務

にかかわる。第二に，ここでの，国家の犯罪とそれ以外の不法行為との区別は，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（41）
なにも国際法に国内法類似のr刑事責任」を導入しようとするものではない。

　さて，以上を前提としたうえで，そして第三点に立ち入らない限りで，国家

のr国際犯罪」概念は，次の四つの構成要素からなりたっているように思われ

る。①国際的義務の（国際社会の基本的利益の保護のための）不可欠な重要性。

②義務違反の重大性。③国際社会全体による承認。④被害国は，他のすべての

国であること。

　国家の国際犯索のI　L　Cによるこのような定式化は，条約法条約の強行規範

と，バルセロナ・トラクション事件でのerga　OmneSな義務の両方を下敷きに

していることは明らかである。それぞれに挙げられている例は，実質上これ等

三者が重なりあっていることを示す。しかし形式的にもそうであるか否かにつ

いては，議論が分かれる。まず国際犯罪とerga　omneSな義務との関係からみ

れば，国際犯罪の場合にはすべての国の権利が侵害されるのであるから，国際

犯罪は一般国際法上のerga　omneSな義務の違反であることははっきりしてい

る。問題なのは，すべての一般国際法上のerga　OmneSな義務の違反が国際犯

罪を構成するか否かである。これは，一方ではr違反の重大性」という要件を
　　　　　（42）
どうとらえるか，他方では，国際犯罪に特殊な法的効果（第二次規範）の問題

にかかわる。

　強行規範と国際犯罪との関係については，義務の重要・不可欠性（morahSa－

tionの契機）という点で，また国際社会全体の承認を要する（opinio　jurisの

特別の態度）という点で，両者は同じである（一般慣習国際法のある規範の，

その実質的内容による，優越性）。従って，そのことによる実際上の困難もお
　　　　　（43）
そらく共有する。義務の重要性の程度ではなく，広い意味での制裁の問題のみ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（44）
としてとらえれば，強行規範（無効）と国際犯罪（責任）とは異なる。しかし，

上位権力の存在しない国際法秩序における強行規範の効果は，無効ではなく

（erga　omnesな）違法である（Bari1e）とするならば，erga　omnesな義務を通
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（45）
して，強行規範と国際犯罪は通底していることになのかもしれない。
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6　国際法におけるerga　omnesな義務とは，一国の義務に，他のすべての（条

約当事）国の権利が対応しているような状況をさす。そしてそれは，権利義務

関係の内容と構造の問題であり，各国際規範の，慣習規範であれ条約規範であ
　　　　　　　　　　　（蝸）
れ，解釈の問題に帰着す乱従って，あくまでも1eX1ataの問題であ乱そし

て例えばr国家の国際犯罪」概念には，私見では，ユex1ataと1ex　fereηdaの問

題が混在している（国際犯罪のための特別の付加的な権利と義務，Riphag㎝
　　　　　　　　　　　　　　　　　（47）
案第14条ユ項と2項，は後者であろう）。

　しかしこの解釈は容易ではない。当該規範の対象と目的，当事諸国の意思な

いし国際社会の意識，（後の）実行，等から総合的に判断しなければならない

だろう。その際に，自然的条件としての不可分性（例えば人権，環境それ自体）

→名宛国間での義務の不可分性→erga　OmneSな義務→erga　omneSな違法行為

→少なくとも物質的なr損害」は受けていないr被害国」による請求・非

軍事的復仇（非技術的意味でのactio　popu1aris）→国際犯罪（一般法の場合の

可能性として），というふうに，いわば演繹的・自働的にことが運ぶのか否か，

疑問なしとはしない。一I　L　Cの国家責任草案第二部全体の分析，およびそれを

踏まえての個別の第一次規範の適用過程の検討が急務である所以である。

　しかし問題はそれだけではない。例えばr無効」の制度の検討からも明らか

なように，この問題は，個別規範の解釈をこえて，国際法秩序の構造全体の問

題にも保ってこざるを得ない。現代国際法秩序が，「古い法に新しい法が取っ

て変われない」（Cassese），「適用の段階になると力の逆転が生じる」（Vira11y），

といういわば複層的な構造をしているとするならば，一方で，もはや二項関係

の束ではなく，他方で，いまだ各主体が上部組織と垂直に向かい合うのでもな

い，つまり，権利義務関係の水平的なerga　OmneS化，という現象が認められ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（47）
るならそれは，そのような構造を反映したものといえるのかもしれない。（未完）

　〔注〕

（’

?ﾖ鷲徽残；1咲誰
は，例えば，現代国際法において，侵略行為および集団殺害行為に対する法

益剥奪から，また人間の基本的権利に関する原則および規則一奴隷制度およ

び人種差別に対する保護を含む一から生じる」。皆川　洗r国際法判例集』1

975年，513頁。∫α肋ρo舳jgm，p．32．；erga　omnesとは「すべての人に対



24 一橋研究第11巻第4号

　　して」ということであり，わが国での国際法文献においては，対世的，普遍
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